
（ 参考１ 4ー）

ス プリ ンク ラ ー設備等整備
社会福祉連携推進法人等によ る

高齢者施設等の防災改修支援事業
耐震化整備

認知症高齢者グループホーム 等防災

改修等支援事業（ 大規模修繕等分）
給水設備整備 ブロ ッ ク 塀等改修整備 介護施設等の換気設備の設置事業

既存の小規模高齢者施設等のス プリ ンク ラ ー設備等整

備事業

社会福祉連携推進法人等によ る

高齢者施設等の防災改修支援事業

認知症高齢者グループホーム等

防災改修等支援事業

（ 水害対策強化事業分）

高齢者施設等の水害対策強化事業

認知症高齢者グループホーム等

防災改修等支援事業

（ 耐震化分）

認知症高齢者グループホーム等

防災改修等支援事業

（ 大規模修繕等分）

認知症高齢者グループホーム等

防災改修等支援事業

（ 非常用自家発電設備整備事業分）

高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業 高齢者施設等の給水設備整備事業 高齢者施設等の安全対策強化事業
高齢者施設等における 換気設備の設置に係る

経費支援事業

補助率： 定額 補助率： 国1/2、 自治体1/4、 事業者1/4 補助率： 定額 補助率： 国1/2、 自治体1/4、 事業者1/4 補助率： 国1/2、 自治体1/4、 事業者1/4 補助率： 国1/2、 自治体1/4、 事業者1/4 補助率： 国1/2、 自治体1/4、 事業者1/4 補助率： 定額

補助上限： 9,710円/㎡（ ※1）

補助下限： なし

補助上限： 総事業費6,160万円/施設

補助下限： 総事業費80万円/施設

補助上限： 773万円 or 1,540万円/施設

補助下限： 80万円/施設

補助上限： なし

補助下限： 総事業費80万円/施設

補助上限： なし

補助下限： 総事業費500万円

（ ただし 、 燃料タ ンク を除く ）

補助上限： なし

補助下限： 総事業費500万円

（ ただし 、 定員29人以下の地域密着型・ 小規模施設等

はなし ）

補助上限： なし

補助下限： なし

補助上限： 4,000円／㎡

補助下限： なし

（ ただし 、 面積は「 居室」 部分のみを対象と す

る ）

①

特別養護老人ホーム

及び併設さ れる 老人短期入所施設

（ ※２ ）

ー ○（ 特養に限る ） ー

○（ 特養に限る ）

※本事業によ り 、 併設さ れる 老人短期入

所施設にも 効用の増加がある 場合は、 適

切に按分を 行う こ と 。

○（ 特養に限る ）

※本事業によ り 、 併設さ れる 老人短期入所施

設にも 効用の増加がある 場合は、 適切に按分

を行う こ と 。

○（ 特養に限る ）

※本事業によ り 、 併設さ れる 老人短期入所施

設にも 効用の増加がある 場合は、 適切に按分

を 行う こ と 。

〇 〇

②
軽費老人ホーム

（ ケアハウ ス ・ Ａ 型・ Ｂ 型）
○ ○ ー ○ 〇 〇 〇 〇

③ 介護老人保健施設 ー ○ ー ○ 〇 〇 〇 〇

④ 介護医療院 ○(※6） ○ ー ○ 〇 〇 〇 〇

⑤ 養護老人ホーム ー ○ ー ○ 〇 〇 〇 〇

⑥ 有料老人ホーム ○ ー ー ー ー ー 〇 〇

⑦ 通所介護事業所（ ※３ ） △（ ※４ ） ー ー ー ー ー 〇 ー

⑧ ①以外の老人短期入所施設 ー ー ー ー ー ー 〇 〇

⑨
老人福祉センタ ー

（ 特Ａ 型・ Ａ 型・ Ｂ 型） （ ※２ ）
ー ー ー ー ー ー 〇 ー

⑩ 老人福祉施設付設作業所（ ※２ ） ー ー ー ー ー ー 〇 ー

⑪
老人介護支援センタ ー

（ 在宅介護支援センタ ー） （ ※２ ）
ー ー ー ー ー ー 〇 ー

⑫ 在宅複合型施設（ ※２ ） ー ー ー ー ー ー 〇 ー

⑬
地域密着型特別養護老人ホーム

及び併設さ れる 老人短期入所施設（ ※２ ）
ー ー

〇（ 1,540万円） （ 特養に限る ）

※本事業によ り 、 併設さ れる 老人短期

入所施設にも 効用の増加がある 場合

は、 適切に按分を 行う こ と 。

ー ー

○（ 特養に限る ）

※本事業によ り 、 併設さ れる 老人短期入所施

設にも 効用の増加がある 場合は、 適切に按分

を 行う こ と 。

〇 〇

⑭ 小規模ケアハウ ス ○ ー 〇（ 1,540万円） ー ー 〇 〇 〇

⑮ 都市型軽費老人ホーム ○ ー 〇（ 773万円） ー ー 〇 〇 〇

⑯ 小規模介護老人保健施設 ー ー 〇（ 1,540万円） ー ー 〇 〇 〇

⑰ 小規模介護医療院 ○(※6) ー 〇（ 1,540万円） ー ー 〇 〇 〇

⑱ 小規模養護老人ホーム ー ー 〇（ 773万円） ー ー 〇 〇 〇

⑲ 小規模有料老人ホーム ○ ー ー ー ー ー 〇 〇

⑳ 地域密着型通所介護事業所（ ※３ ） △（ ※５ ） ー ー ー ー ー 〇 ー

㉑ 認知症対応型通所介護事業所 △（ ※５ ） ー 〇（ 773万円） ー ー 〇 〇 ー

㉒ ⑬以外の小規模老人短期入所施設 ー ー ー ー ー ー 〇 〇

㉓ 認知症高齢者グループホーム ー ー 〇（ 773万円） ー ー 〇 〇 〇

㉔ 小規模多機能型居宅介護事業所 ○ ー 〇（ 773万円） ー ー 〇 〇 〇

㉕ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 ○ ー 〇（ 773万円） ー ー 〇 〇 〇

㉖ 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護事業所 ー ー 〇（ 773万円） ー ー 〇 〇 ー

㉗ 夜間対応型訪問介護ス テーショ ン ー ー ー ー ー ー 〇 ー

㉘ 介護予防拠点 ー ー 〇（ 773万円） ー ー 〇 〇 ー

㉙ 地域包括支援センタ ー ー ー 〇（ 773万円） ー ー 〇 〇 ー

㉚
生活支援ハウ ス

（ 高齢者生活福祉センタ ー）
○ ー 〇（ 773万円） ー ー 〇 〇 ○

㉛ 緊急ショ ート ス テイ ー ー 〇（ 773万円） ー ー 〇 〇 ー

㉜ 施設内保育施設 ー ー 〇（ 773万円） ー ー 〇 〇 ー

※１  1,000㎡未満の施設が対象。 ま た、 別途、 ポン プユニッ ト は上限244万円/施設（ ス プリ ンク ラ ー整備に伴う も のに限る ） 、 自動火災通報装置は108万円/施設（ 300㎡未満） 、 火災報知設備は32.5万円が上限額/施設（ 500㎡未満） がある 。

※２  定員規模に関わら ない。

※３  通所介護事業所は定員19人以上、 地域密着通所介護事業所は定員18人以下。

※４  宿泊を 伴う も ののう ち、 都道府県知事が特に必要認めた場合に限る 。

※５  生活支援ハウ ス のほか、 宿泊を 伴う 高齢者施設等のう ち、 市町村長が特に必要と 認めた施設を 含む。

※６  3,000㎡未満の施設が対象。 ただし 、 自動火災通報装置及び火災報知設備は対象外。

ー

〇（ 773万円）

〇（ 1,540万円）

ー

〇（ 773万円）

〇（ 773万円）

〇（ 773万円）

〇（ 773万円）

ー
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等
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（ 指定都市・

中核市
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ー

〇（ 1,540万円） （ 特養に限る ）

※本事業によ り 、 併設さ れる 老人短期入所施設にも 効用の増加がある 場合は、 適切に按分を 行う こ と 。

〇（ 1,540万円）

〇（ 773万円）

〇（ 1,540万円）

〇（ 773万円）

ー

ー

〇（ 773万円）

〇（ 773万円）

〇（ 773万円）

〇（ 773万円）

〇（ 773万円）

ー

ー

ー

ー

ー
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施設

規模
補助者

ー

ー

補助率： 定額

非常用自家発電設備整備

補助上限： 773万円 or 1,540万円/施設

補助下限： 80万円/施設（ ただし 、 非常用自家発電設備整備はなし ）
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補助対象施設

水害対策強化事業

ー

ー
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（ 参考１ 4ー）

ス プリ ン ク ラ ー設備等整備
社会福祉連携推進法人等によ る

高齢者施設等の防災改修支援事業
耐震化整備 大規模修繕等 給水設備整備 ブロ ッ ク 塀等改修整備 介護施設等の換気設備の設置事業

既存の小規模高齢者施設等のスプリ ンク ラ ー設備等整備事業
社会福祉連携推進法人等によ る

高齢者施設等の防災改修支援事業

認知症高齢者グループホーム等防災改修等

支援事業

（ 水害対策強化事業分）

高齢者施設等の水害対策強化事業
認知症高齢者グループホーム等防災改修等

支援事業（ 耐震化分）

認知症高齢者グループホーム等防災改修等

支援事業

（ 大規模修繕等分）

認知症高齢者グループホーム等防災改修等

支援事業

（ 非常用自家発電設備整備事業分）

高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業 高齢者施設等の給水設備整備事業 高齢者施設等の安全対策強化事業
高齢者施設等における 換気設備の設置に係る

経費支援事業

補助率： 定額 補助率： 国1/2、 自治体1/4、 事業者1/4 補助率： 定額 補助率： 国1/2、 自治体1/4、 事業者1/4 補助率： 国1/2、 自治体1/4、 事業者1/4 補助率： 国1/2、 自治体1/4、 事業者1/4 補助率： 国1/2、 自治体1/4、 事業者1/4 補助率： 定額

補助上限： 9,710円/㎡（ ※1）

補助下限： なし

補助上限： 総事業費6,160万円/施設

補助下限： 総事業費80万円/施設

補助上限： 773万円 or 1,540万円/施設

補助下限： 80万円/施設

補助上限： なし

補助下限： 総事業費80万円/施設

補助上限： なし

補助下限： 総事業費500万円

（ ただし 、 燃料タ ンク を除く ）

補助上限： なし

補助下限： 総事業費500万円

（ ただし 、 定員29人以下の地域密着型・ 小規模施設等はなし ）

補助上限： なし

補助下限： なし

補助上限： 4,000円／㎡

補助下限： なし

（ ただし 、 面積は「 居室」 部分のみを対象と する ）

○スプリ ンク ラ ー設備等の整備

（ 定員のう ち要介護３ ～５ の入居者が半数以上を占める

場合等、 「 避難が困難な要介護者を主と し て入居さ せる

も の」 に該当する こ と が今後予想さ れる 施設を想定）

○利用者の安全確保等の観点から 老朽化に伴う 大規模な

修繕等（ 社会福祉連携推進法人等に限る ）

（ 補助対象内容は「 参考2 防災改修等支援事業の取扱い

について」 のと おり ）

認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業

（ 水害対策強化事業分）
高齢者施設等の水害対策強化事業

○耐震化整備

（ 耐震診断の結果等で倒壊のおそれがある と 市区町村長が認

めたも の）

○利用者の安全確保等の観点から 老朽化に伴う 大規模な修繕

等

（ 補助対象内容は「 参考2 防災改修等支援事業の取扱いにつ

いて」 のと おり ）

○利用者の安全確保等の観点から 老朽化に伴う 大規模な修繕

等

（ 緊急災害用の自家発電設備の整備に限る ）

○非常用自家発電設備整備（ 燃料タ ンク を含む）

（ 緊急災害用の自家発電設備の整備）

○給水設備整備

（ 受水槽・ 地下水利用のための設備）

○ブロ ッ ク 塀等改修整備

（ 安全点検の結果、 劣化、 損傷や高さ 、 控え壁等に問題があ

る ブロ ッ ク 塀等の改修。 ブロ ッ ク 塀の安全点検の実施方法は

「 参考４ 高齢者福祉施設等のブロ ッ ク 塀等の安全点検につい

て」 を参照）

○感染リ スク の高い風通し の悪い空間について、 施設の構造

や立地等によ り 、 十分な換気が行えない場合に、

感染症対策等と し て有効な換気を定期的に行う こ と ができ る

換気設備を設置する も の

第２ の２ のア、 第３ の２ のア 第３ の２ のイ 第２ の２ のイ 第３ の２ のエ 第３ の２ のイ 第２ の２ のウ 、 第３ の２ のオ 第２ の２ のエ、 第３ の２ のカ 第２ の２ のオ、 第３ の２ のキ

５ （ １ ） ５ （ ２ ） ５ （ １ ） ５ （ ２ ） ５ （ ２ ） ５ （ ２ ） ５ （ ２ ） ５ （ １ ）

                    地域介護・ 福祉空間整備等施設整備交付金における 令和5年度２ 次協議について

水害対策強化事業 非常用自家発電設備整備

補助率： 定額

補助上限： 773万円 or 1,540万円/施設

補助下限： 80万円/施設（ ただし 、 非常用自家発電設備整備はなし ）

補助対象事業

地域介護・ 福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱 第２ の２ のイ

地域介護・ 福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱 ５ （ １ ）

対象経費
 防災・ 減災等事業整備計画に基づく 事業の施設の整備（ 施設の整備と 一体的に整備さ れる も のであって、 地方厚生（ 支） 局長が必要と 認めた整備を含む。 ） に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費（ 工事施工のため直接必要な事務に要する 費用であって、 旅費、 消耗品費、 通信運搬費、 印刷製本費及び設計監督料等（ 非常用自家発電設備整備事業については事業所及び施設等の自家発電設備の設置に必要な備品購入費（ 備品設置に伴う 工事請負費、 運搬費を含む。 ） を含む。 ） をいい、 その額は、 工事費又は工事請負費の２ ． ６ ％に相当する 額を限度額と する ｡)｡

 ただし 、 別の負担（ 補助） 金等において別途補助対象と する 費用を除き 、 工事費又は工事請負費には、 こ れと 同等と 認めら れる 委託費、 分担金及び適当と 認めら れる 購入費等を含む。

留意事項

共通

 ア 同一施設について、 補助対象事業が複数にわたる 場合は、 それぞれの事業を区別し 、 見積も り 等を分ける こ と 。 その際、 各事業の対象部分が重複し ないよ う 留意する こ と 。 （ 別紙４ 「 補助対象面積の確認シート 」 のシート 「 案分方法について」 を参照と のこ と ）

 

 イ  本事業は施設・ 事業所ごと に補助を行う ため、 複合型施設（ 一つの建物の中に複数の補助対象事業所等が設置さ れている 施設） においては、 それぞれの補助対象施設・ 事業所ごと に対象経費の実支出額を求める こ と 。

   なお、 対象経費の実支出額が複合型施設全体にし か出せない場合等については、 複合型施設全体にかかる 対象経費の実支出額をそれぞれの施設・ 事業所の専有面積で按分する こ と によ り 、 施設・ 事業所ごと の対象経費の実支出額を算出する こ と 。

 ウ  過去に（ 当該補助金以外の） 補助金等の交付を受けて取得し 、 又は効用の増加し た財産について、 財産処分（ 取り 壊し 、 廃棄等） を行う 場合、 「 厚生労働省所管一般会計補助金等に係る 財産処分について」 （ 平成20年月17日老発0417001号厚生労働省老健局長通知） に基づき 、 手続き に遺漏のないよ う ご留意願いたい。

 エ 本事業については、 原則、 一事業所につき 一回を限度と し て申請する こ と ができ る も のと する 。

 オ 協議の採択に当たって一定程度配慮する ため、 強く し なやかな国民生活の実現を図る ための防災・ 減災に資する 国土強靭化基本法（ 平成２ ５ 年１ ２ 月１ １ 日法律第９ ５ 号） 第１ ３ 条に定める 国土強靭化地域計画に記載のある 事業は、 「 防災・ 減災等事業整備計画書（ 別添２ ） 」 及び「 整備計画一覧表（ 別添３ ） 」 の「 国土強靱化地域計画への記載」 欄に「 有」 の記載をする こ と （ ド ロ ッ プダウ ンリ スト の選択） 。

   なお、 国土強靱化５ か年加速化対策事業（ 水害対策強化事業、 非常用自家発電設備整備事業、 給水設備整備事業、 ブロ ッ ク 塀等改修整備事業） について、 地域計画の策定がない自治体は、 原則採択を行わないこ と と する 。

 カ 整備する 設備に関し ては、 降雪や降灰等、 設置場所の環境に対応し ている も のである か留意する こ と

各事業分

 ア 既存の小規模高齢者施設のスプリ ンク ラ ー設備等整

備特事業を実施する にあたり 、 ㎡単価によ る 支援である

こ と から 、 その補助対象面積については厳格に算定する

必要がある ため、 別紙４ 「 補助対象面積の確認シート 」

のシート 「 案分方法について」 をよ く 確認する こ と 。

 イ  また、 協議に際し て、 各階の平面図・ 求積図等の建

物の各部分の面積が確認でき る 書類、 その他必要な書類

等の添付する と と も に、 「 提出が必要な 添付資料」 と 合

わせて別添４ 「 補助対象面積確認シート 」 に記入の上、

２ 部提出する こ と 。

 ア  水害対策強化事業については、 補助対象を水害等の発生が懸念さ れる 地域にある 施設・ 事業所に限る 。 該当

地域については、 参考３ を参照する こ と と する 。

 イ  過去に認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業において、 耐震化整備、 大規模修繕等、 非常用自

家発電設備整備事業を実施し た施設・ 事業所でも 申請でき る も のと する 。

 ウ  避難時間や安全な避難先の確保に有効な事業である こ と

ー

補助対象と する のは、 次のアから エを全て満たすも のである こ と

 ア 専ら 非常時に用いる 設備と し 、 設置に当たり 施設に付帯する 工事を伴う も の。

 イ  電気・ ガス等のラ イ フラ イ ンや物資等の供給が寸断さ れた状況下においても 、 発災後７ ２ 時間以上の事業継続が可能と なる 設備である も の

 ウ  こ れら の設置場所については、 津波や浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けない場所と する よ う 努める こ と

 エ 設置し た非常用設備等の耐震性が確保さ れている か留意する こ と 。

 ア 安全性に問題のある ブロ ッ ク 塀等の撤去、 再設置、 改修

にかかる  工事費等が対象と なる が安全性に問題のないブロ ッ

ク 塀等（ 当該安全性に問題がある ブロ ッ ク 塀等に接続さ れて

いる も のに限る 。 ） も 合わせて一時的に撤去し なければなら

ない場合には、 安全性に問題のないブロ ッ ク 塀等に係る 費用

も 補助対象と みなす。

－

オ 上記共通のエの例外と し て、 施設の老朽化に伴う 大規模修

繕に関わら ず、 先行し て非常用自家発電設備整備を行える よ

う にする ため、 1施設につき 2回に分けての補助を可能と す

る 。 次回以降の協議の際、 過去に補助を受けている と き は、

当該補助額を引いた 額を補助上限額と する 。 （ 例： 地域密着

型特別養護老人ホームで、 過去に500万円の補助を受けて非常

用自家発電設備整備をし ている 場合で、 大規模修繕の補助協

議申請をする 場合は、 補助限額1,540万円－500万円＝1,040万

円）

ー ー

ア 令和２ 年６ 月に公布さ れた「 地域共生社会の実現の

ための社会福祉法等の一部を改正する 法律」 に基づき 、

令和４ 年４ 月から 施行さ れた社会福祉連携推進法人制度

によ る 社会福祉連携推進法人の会員の施設等又は令和4

年4月以降に法人間合併を行った法人内の施設等に限

る 。

提出が必要な添付資料

 下記の書類を添付する こ と

 ア 平面図、 位置図、 写真等（ 現況及び改修箇所が分かる も の）

 イ  見積書（ 公的機関（ 都道府県又は市区町村の建築課等の見積も り ） 、 工事請負業者等の民間事業者） ※公的機関の見積の提出が難し い場合においては、 工事請負業者等の見積を複数提出する こ と 。

 ア 設計の不備又は工事施工の粗漏に起因し たも の

 イ  対象施設の目的以外の用途に使用する ためのも の

 ウ  本交付金の他の事業によ る 助成対象と なる 事業

 エ その他、 整備事業と し て適当と 認めら れないも の

 オ 燃料費等、 設備の設置後、 稼働に要する も のを含む事業

 

 ア 設計の不備又は工事施工の粗漏に起因し たも の

 イ  対象施設の目的以外の用途に使用する ためのも の

 ウ  本交付金の他の事業によ る 助成対象と なる 事業

 エ その他、 整備事業と し て適当と 認めら れないも の

 オ 光熱水費等、 設備の設置後、 稼働に要する も のを含む事

業

 

 ア 対象施設の目的以外の用途に使用する ためのも の

 イ  本交付金の他の事業によ る 助成対象と なる 事業

 ウ  その他、 支援事業と し て適当と 認めら れないも の

 エ ブロ ッ ク 塀等の撤去のみを行う 事業

 

 ア 建物の維持管理の義務を怠ったこ と に起因し たも の

 イ  設計の不備又は工事施工の粗漏に起因し たも の

 ウ  対象施設の目的以外の用途に使用する ためのも の

 エ 建築基準法等の各法令違反にある 状態を改善する こ と を

目的と し たも の

 オ 本交付金の他の事業によ る 助成対象と なる 事業

 カ その他、 支援事業と し て適当と 認めら れないも の

基準単価

 次のいずれか低い方の価格を基準価格と する

 ア 公的機関（ 都道府県又は市町村の建築課等） の見積

 イ  工事請負業者等の民間事業者の見積

補助対象外

 ア 対象施設の目的以外の用途に使用する ためのも の

 イ  消防法施行令等の各法令違反にある 状態を改善する

こ と を目的と し たも の

 ウ  本交付金の他の事業によ る 助成対象と なる 事業

 エ その他、 支援事業と し て適当と 認めら れないも の

 オ 協議時点で届け出が完了し ていない有料老人ホーム

 カ 別添3 整備計画一覧表のう ち、 年間、 月間の両方と

も に利用人数実績（ 宿泊利用者／総数） が５ % 以下の宿

泊を伴う 通所介護事業所（ 地域密着型含む） 、 認知症対

応型通所介護事業所

 ア 設計の不備又は工事施工の粗漏に起因し たも の

 イ  対象施設の目的以外の用途に使用する ためのも の

 ウ  本交付金の他の事業によ る 助成対象と なる 事業

 エ その他、 整備事業と し て適当と 認めら れないも の

 オ 光熱水費等、 設備の設置後、 稼働に要する も のを含む事業

 

 ア 建物の維持管理の義務を怠ったこ と に起因し たも の

 イ  設計の不備又は工事施工の粗漏に起因し たも の

 ウ  対象施設の目的以外の用途に使用する ためのも の

 エ 建築基準法等の各法令違反にある 状態を改善する こ と

を目的と し たも の

 オ 本交付金の他の事業によ る 助成対象と なる 事業

 カ その他、 支援事業と し て適当と 認めら れないも の

 

 ア 建物の維持管理の義務を怠ったこ と に起因し たも の

 イ  設計の不備又は工事施工の粗漏に起因し たも の

 ウ  対象施設の目的以外の用途に使用する ためのも の

 エ 建築基準法等の各法令違反にある 状態を改善する こ と

を目的と し たも の

 オ 本交付金の他の事業によ る 助成対象と なる 事業

 カ その他、 支援事業と し て適当と 認めら れないも の

 

 ア 設計の不備又は工事施工の粗漏に起因し たも の

 イ  対象施設の目的以外の用途に使用する ためのも の

 ウ  本交付金の他の事業によ る 助成対象と なる 事業

 エ その他、 整備事業と し て適当と 認めら れないも の

 オ 燃料費等、 設備の設置後、 稼働に要する も のを含む事業

 

 ア 建物の維持管理の義務を怠ったこ と に起因し たも の

 イ  設計の不備又は工事施工の粗漏に起因し たも の

 ウ  対象施設の目的以外の用途に使用する ためのも の

 エ 建築基準法等の各法令違反にある 状態を改善する こ

と を目的と し たも の

 オ 本交付金の他の事業によ る 助成対象と なる 事業

 カ その他、 支援事業と し て適当と 認めら れないも の
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施設種別 補助率 上限額 下限額

軽費老人ホーム、 有料老人ホーム、 小規模多機能型居宅介護事業所、 看護小規模多機能型居宅介

護事業所等の宿泊を伴う 事業、 介護医療院（ 令和６ 年度ま で実施）
定額補助

○ス プリ ンク ラ ー設備（ 1,000㎡未満）
・ ス プリ ンク ラ ー設備を整備する 場合 9,710円／㎡
・ 消火ポンプユニッ ト 等の設置が必要な場合 9,710円／㎡＋2,440千円／施設

○自動火災報知設備 1,080千円／施設（ 300㎡未満）
○消防機関へ通報する 火災報知設備 325千円／施設（ 500㎡未満）

なし

施設種別（ ※「 小規模」 と は、 定員29人以下のこ と 。 以下同じ ） 補助率 上限額 下限額

小規模特別養護老人ホーム、 小規模介護老人保健施設、 小規模ケアハウ ス 、 小規模介護医療院
定額補助

1,540万円/施設 80万円/施設

ただし 、 非常用自家発電設備はなし小規模養護老人ホーム、 認知症高齢者グループホーム、 小規模多機能型居宅介護事業所 等 773万円/施設

給水設備

施設種別 補助率 上限額 下限額

特別養護老人ホーム、 介護老人保健施設、 軽費老人ホーム、 養護老人ホーム、 介護医療院
国 １ ／２

自治体 １ ／４

事業者 １ ／４

なし

総事業費500万円/施設

小規模特別養護老人ホーム、 小規模介護老人保健施設、 小規模軽費老人ホーム、 小規模養護老人ホーム、 小

規模介護医療院 なし

認知症高齢者グループホーム、 小規模多機能型居宅介護事業所 等

非常用自家発電設備（ ⅰ）

水害対策に伴う 改修等（ ⅱ）

施設種別 補助率 区分 上限額 下限額

特別養護老人ホーム、 介護老人保健施設、 軽費老人ホーム、 養

護老人ホーム、 介護医療院

国 １ ／２
自治体 １ ／４
事業者 １ ／４

ⅰ なし 総事業費500万円/施設

ⅱ なし 総事業費80万円/施設

① 既存高齢者施設等のス プリ ンク ラ ー設備等整備事業

④ 高齢者施設等の非常用自家発電・ 給水設備整備事業・ 水害対策強化事業

② 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業

※上記施設種別（ 介護医療院を 除く ） のう ち、 定員のう ち要介護３ ～５ の入居者が半数以上を 占める

場合等、 「 避難が困難な要介護者を主と し て入居さ せる も の」 に該当する 施設を 除く

国

都道府県

定員30人
以上の
施設等

②整備計画

交付申請

③採択

交付決定

④採択

交付決定

①整備計画

交付申請

補助の流れ

市区町村

定員29人
以下の
施設等

※「 等」 には、 非常用自家発電設備の設置も 含ま れる 。

施設種別 補助率 上限額 下限額

ブロ ッ ク 塀等の改修
特別養護老人ホーム、 介護老人保健施設、 軽費老人ホーム、 養護老人ホーム、 介護医療院、 認知
症高齢者グループホーム、 小規模多機能型居宅介護事業所、 老人デイ サービス センタ ー 等

国 １ ／２
自治体 １ ／４
事業者 １ ／４

なし なし

換気設備 入所系の介護施設・ 事業所 定額補助 4,000円/㎡ なし

⑤ 高齢者施設等の安全対策強化事業・ 換気設備設置事業

高齢者施設等の防災・ 減災対策を 推進する ため、 ス プリ ンク ラ ー設備等の整備、 耐震化改修・ 大規模修繕等のほか、 非常用自家発電・ 給水設備の整備、 水害対策に伴う
改修等、 倒壊の危険性のある ブロ ッ ク 塀等の改修の対策を 講じ る 。

○ 高齢者施設等については、 火災発生時に自力で避難する こ と が困難な方が多く 入所し ている ため、 消防法令の改正に伴い、 新たにス プリ ン ク ラ ー設備等の整備が必要と なる 施設に対し て、 その設置を 促進

○ 高齢者施設等の利用者等の安全・ 安心を 確保する ため､耐震化改修、 水害対策に伴う 改修等や施設の老朽化に伴う 大規模修繕等（ ※） を 促進

○ 高齢者施設等が、 災害によ る 停電・ 断水時にも 、 施設機能を 維持する ための電力や水の確保を 自力ででき る よ う 、 非常用自家発電設備（ 燃料タ ン ク を 含む） 、

給水設備（ 受水槽・ 地下水利用給水設備） の整備、 水害対策に伴う 改修等を 促進

○ 災害によ る ブロ ッ ク 塀の倒壊事故等を 防ぐ ため、 高齢者施設等における 安全上対策が必要なブロ ッ ク 塀等の改修を 促進。
ま た、 風通し の悪い空間は感染リ ス ク が高いこ と から 、 施設の立地等によ り 窓があっ ても 十分な換気が行えない場合等にも 定期的に換気でき る よ う 、 換気設備の設置※を 促進。

※地域医療介護総合確保基金を活用し て令和２ 年度第１ 次補正予算から 実施し ていた事業を移管

地域介護・ 福祉空間整備等施設整備交付金 令和５ 年度予算（ 令和５ 年度１ 次補正予算） ： 12億円（ 84億円）

※赤字が令和５年度第1次補正拡充分

➂ 社会福祉連携推進法人等によ る 高齢者施設等の防災改修等支援事業

○ 高齢者施設等の利用者等の安全・ 安心を 確保する ため､施設の老朽化に伴う 大規模修繕等を 促進

施設種別 補助率 上限額 下限額

特別養護老人ホーム、 介護老人保健施設、 軽費老人ホーム、 養護老人ホーム、 介護医療院

国 １ ／２
自治体 １ ／４
事業者 １ ／４

総事業費6,160万円/施設 総事業費80万円/施設
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